
平 成30年1月10日

即時勧告対象区域に対する避難場所の 一部変更について

日頃より鶴見区政の推進に御指導• 御鞭撻を賜り、 厚く御礼申し上げます。

平成29年3月24日に公表された鶴見区内における「土砂災害菩戒情報」の

発表とともに 避難勧告を発令する対象区域（「即時勧告対象区域」とい

う。）に対する避難場所につきまして 一部変更しましたので、 お知らせいた

します。

引き続き、 鶴見区の防災対策に積極的に取り組んでまいりますので、 御指

森方よろしくお願い申し上げます。

l 即時勧告対象区域

鶴見区下末吉五丁目24番12号の 一 部

2 避難場所（「土砂災害警戒情報」発表時に開設します。）

変更前

下末吉会館

（下末吉4-3-11)

3 避難場所変更日

平成30年1月10日（水）

4 送付資料（本紙を除き、 計3枚）

(1)鶴見区内即時勧告対象区域一 覧表

(2)現場案内図

変更後

末吉地区センタ ー

（上末吉2-16-16)

担当：鶴見区総務部総務課長
松本 智

電話： 510-1652 
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